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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｂ７－０２１ 口紅立て 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｂ７－０２１ 全 口紅立て 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ７－４１ 懐中鏡 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

口紅立て 口紅入れ  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

○ 口紅立て及び口紅入れを分類する。 

○ 「口紅立て」とは、何本かの口紅を卓上に立てるようにしたもの。 

○ 「口紅入れ」とは、何本かの口紅を差し込んで携帯できるようにしたもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○ 上記定義の口紅入れ・口紅立てに鏡が付いたものは、懐中鏡（Ｂ７－４１）へ。 

○ スティック状の口紅を繰り出すための容器は、Ｆ４－７６（包装用容器・回転繰り出し型）へ。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

B7-021 登録 1002622 
化粧用容器 

B7-021 登録 936381 
口紅立て 

B7-0021 登録 496192 
鏡台用口紅立て 


